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広報なすしおばらN

市では、音訳ボランティアの皆さんの協力を得て、目の不自由な人のために音訳版広報を発行しています。詳しくはシティプロモーション課までご連絡ください。

ASUSHIOBARA
ewsletter

広報なすしおばらでは、表紙の写真を募集しています

   　
撮影者　　報英（埼玉）  　　
撮影場所　埼玉地内

7月5日号から、自治会を通
しての配布を再開します。

広報誌の配布について



　みるメールに登録すると、市からの新型コロナウイルス感染症情報や防犯・災害情報、ごみ・
暮らしに関する情報などが受け取れます。5月31日時点で14,684 人が登録しています。
　いざというとき、あなたの身を守るのはこのメールかもしれません。ぜひ登録してください！

配信する情報

市メール配信サービス

みるメールの登録促進強化中 !
▶問い合わせ
　　シティプロモーション課

☎0287（62）7529
本

 気象情報 
地震、火山（那須岳）、注意報・警報（大雨・洪水など）
に関する情報です。

 基本情報 
市のイベント、市からのお知らせに関する情報です。

 防災情報 
市内で発生した火災（建物火災、林野火災など）、光
化学スモッグ、土砂災害、災害発生に伴う避難勧告・
避難指示、放射能対策に関する情報です。

 防犯・事件事故情報 
地域の防犯、発生した事件・事故に関する情報です。

 生活・ごみ情報 
翌日に収集するごみの区分・出し方に関する情報です。
※前日の午後 5時に配信します。

 その他情報 
みるメールのメンテナンス情報や市の差押財産のイ
ンターネットオークション、市有財産の公売、入札
などに関する情報です。

みるメールの登録料

　みるメールの登録は無料です。利用の時のパケット通信料は、利用者の負担です。

【その他】
登録されたメールアドレスへのメールが3回届かなかった場合、自動的に登録情報が削除されます。

登録・利用する時は注意してください

【迷惑メール対策をしている人は…】
携帯電話でメール受信制限（迷惑メール防止機能）を設定している場合は、みるメールが受信できる
ようmiru@mail.city.nasushiobara.lg.jpの受信制限を解除してから、登録してください。

みるメールから「本登録完了のお知らせ」が届いた
ら、登録完了です。

QRコードを読み取り、ペー
ジ内の「メールを送信する」
をクリックする。メール画
面が開いたら、編集せずに
そのまま送信する。
※�直接 t-nasushiobara@sg-m.jpに
　空メールを送っても可能。

STEP1

※携帯電話の機種やメールソ
　フトで異なります。

返信メールに記載
のURLをクリック
する。利用規約を
確認し、「メール
配信に同意する」
をクリックする。

受信したい情報
を選択し、「次の
画面に進む」をク
リックする。

STEP2 STEP3

利用者情報を入力
する。
※必須項目の入力
　を忘れずに！

入力内容を確認し、
「入力内容を登録す
る」をクリックす
る。

STEP5 STEP4

 命を守る情報 
近年の大雨による水害や地震など生命を脅かす災害に対応するため、避難勧告・指示や避難所の開設状況などを「命
を守る情報」としてリアルタイムで配信しています。「命を守る情報」は、みるメールの登録者全員に配信されます。

【問い合わせをしたいときは…】
みるメールは、個別のお問い合わせに対応していません。個別の問い合わせ（返信）を希望する場合
は、市ホームページの「お問い合わせフォーム」を利用してください。

熱中症予防情報 
近年、暑い日が多くなってきており、熱中症になる危険性が高まってきています。熱中症対策の1つとして、7月か
ら「熱中症予防情報」の配信を始めます。「熱中症予防情報」は、熱中症の発症しやすさを示す「暑さ指数（WBGT）」に
基づき、特に注意が必要となる場合に配信します。

操作が難しいと思ったら、
登録のお手伝いをするので
問い合わせするモ～
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さまざまな情報を定期的に発信！

市LINE公式アカウントを登録しよう！

　市LINE公式アカウントでは、市のイベントや市政情報など、市民の皆さんに役立つ情報を定
期的に配信します。また、大規模災害時などの緊急情報を、いち早く皆さんにお届けします。
　新型コロナウイルスの感染状況や支援策も随時配信するので、市LINE公式アカウントを登
録（友だち追加）してください！

配信する情報

▶問い合わせ
　　シティプロモーション課

☎0287（62）7529
本

情報発信の頻度

　通常、毎月2回程度の情報発信を予定していますが、災害発生時などの緊急情報や新型コロナウイルス感染症関連
情報は、随時配信します。

市LINE公式アカウントの利用料

　市LINE公式アカウントの利用は無料です。利用の時のパケット通信料は利用者の負担です。

利用する時は注意してください

下のQRコードを読み取り、スマートフォンにLINEをイ
ンストールする。

LINEを起動して、
「アカウントを新
規登録」をクリッ
クする。

「新規登録」をク
リックして、必
要情報を入力す
る。

市LINE公式アカウントからメッセージが届い
たら、追加完了です。

STEP1

STEP2 STEP3

Android iPhone ※スマートフォンの機種で異なります。

※既にインストール済みの人は、STEP4へ進んでください。

友だち追加してくれて
ありがとうだモ～

 市からのお知らせ 

市が実施するイベントや
キャンペーン、くらしの手
続きなど、市民の皆さんの
生活に役立つ情報を配信し
ます。
※画像をクリックすると�
　関連する市ホームページ
　に移動します。

 メニューボタン 
新型コロナウイルス感染症
関連情報、市長メッセー
ジ、休日当番医、問い合わ
せなど、クリックすると市
ホームページに移動できる
ショートカットアイコンを
表示します。

メニューボタンとは？

　メッセージ画面の下部（キーボードエリア）に表示されるタイル状のメニュー（アイコン）です。表示するメニューは、
時期により適宜変わります。
※画面最下部の「メニュー」をクリックすることで、メニューボタンの表示・非表示を切り替えることができます。

【大規模災害時などの緊急情報】
大規模災害時には、必要に応じて情報を随時配信します。情報配信の頻度は、災害の状況により多
くなることがあります。

【問い合わせをしたいときは…】
市LINE公式アカウントは、個別のお問い合わせに対応していません。個別の問い合わせ（返信）を
希望する場合は、市ホームページの「お問い合わせフォーム」を利用してください。

これからLINEアプリをインストールする人はこちら

右のQRコードを読み取り、
「追加」をクリックして那須
塩原市役所を友だちに追加す
る。

STEP4

※追加後、必要に応じて通知の受信設定をしてください。

既にLINEアプリをインストールしている人はこちらから
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令和2年度奨学生を募集します
エールなすしおばら　～打倒コロナ！　がんばれ「勝

しょうがくせい
学生」応援プラン～

エール子育て臨時特別給付金を支給します
子育て世帯にエール！

　市教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的支援が必要になった学生を対象に、奨学生を募集
します。なお、決定には審査があります。

　新型コロナウイルス感染症によるさまざまな影響を受けている子育て世帯の生活を応援するため、国の子育て臨時特別
給付金とは別に、市独自の給付金を支給します。対象者には案内を送付しますので、確認してください。

種類 内容 対象・申込資格 人数 申込方法・問い合わせ

貸与型

▶月額
　�1万8千円、3万円、
5万円のいずれか
を選択
※�返還期間は、卒業
した翌月から起算
して貸与期間の4
倍の期間以内。
※�市の貸与型・給付
型奨学資金および
市以外の奨学資金
との併用も可能。

▶利子　無利子

高等学校・高等専門学校・
短期大学・大学または専
修学校の専門課程に在学
する人
※国内外は問いません。
※�募集要項などの詳細
は、市ホームページで
確認してください。

35人
程度

▶申込方法
　申請書類を西教育総務課に提出(郵送可)
▶募集要項・申請書の配布場所
　�本窓口案内、西1階ギャラリー、西教育
総務課、塩総務福祉課、箒根出張所
※�市ホームページからもダウンロードでき
ます。

▶申込期間　当面の間
▶申し込み・問い合わせ
　〠329-2792
　那須塩原市あたご町2-3
　那須塩原市役所　西教育総務課
　☎0287（37）5231

持続化給付金を支給します
中小企業者の皆さんへ

マイナンバーカードを作ろう
身分証明書になる！　コンビニで証明書が取得できる！ ▶問い合わせ(制度内容・申請方法)

　持続化給付金事業コールセンター
 ☎0120（115）570

▶問い合わせ
　本市民課
　☎0287（62）7132

　国では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使え
る給付金を支給しています。国のホームページで電子申請をしてください。

　マイナンバーカードは、持っているだけで身分証明書になるほか、コンビニで証明書が取得できたり、インターネット
を利用して確定申告をするときに必要だったり、さまざまな機能を持っています。交付には1カ月程度かかるので、余裕
をもって申請しましょう。 〈申請サポート会場を開設します〉

〈休日交付を行います〉

給付金詐欺に注意してください！

▶支給額
　・中小法人など　　200万円
　・個人事業者など　100万円
※�昨年1年間の売上からの減少分を上限と
します。

▶申請方法
・�通知カード同封の申請書を郵送
・QRコードを利用してWEB申請
※�詳しくは、市ホームページを確
認するか、本市民課に問い合わ
せてください。

　申請方法が分からない人、申請が
できない人を対象に、電子申請の入
力をサポートします。
　必ず、ホームページか電話で予約
してから来場してください。

　「平日は受け取りに行くのが難し
い・・・」そんな皆さんのために、マイナン
バーカードを休日交付します。

 ▶とき　7月4日㈯・8月29日㈯
　午前10時～正午、午後1時～3時
※前日までに要予約。
▶ ところ　本市民課、西市民福祉課、
　塩総務福祉課、箒根出張所
▶ 必要書類　交付通知書（はがき）に記載
してある書類や印かんなど

▶申し込み・問い合わせ
○本市民課 ☎0287（62）7132
○西市民福祉課 ☎0287（37）5102
○塩総務福祉課 ☎0287（32）2988
○箒根出張所 ☎0287（35）2511

　支給に当たり、皆さんの自宅や職場に電話をし、
ATM（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、
支給のための手数料などの振り込みを求めることは
絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合
は、すぐに担当課窓口か最寄りの警察署に連絡して
ください。 市ホームページ

▶問い合わせ
　西子育て支援課
　☎0287（46）5533

▶対象者
　�令和2年5月分（6月分を含む）の児童手当を受給している人
※�一般支給対象者は、児童手当を本市から受給している人。
※�公務員支給対象者は、令和2年4月30日（6月分は5月31
日）時点で、本市に住民登録がある人。
※�児童1人あたり5千円が支給されている特例給付の受給
者は、対象になりません。

▶支給の対象となる児童
　令和2年5月分の児童手当の対象となる児童
※�5月に出生、転入などがあり、新たに6月分の児童手当
の対象となった児童も含む。

▶支給額　対象児童1人につき1万円
▶支給予定日　
・一般支給対象者：5月分の対象児童分を7月末に支給
※6月分から対象となった児童分は、8月末に支給。
・公務員支給対象者：�8～11月に支給

▶申し込み　
・一般支給対象者：申込不要
・公務員支給対象者：�申し込みが必要です
▶その他　
　�詳しくは、市ホームページを確認する
か問い合わせてください。

▶とき　7月31日㈮まで
※�7月4日～25日の毎週土曜と祝日は休み。
▶ところ　いきいきふれあいセンター(桜町1-5)
※会場への直接の問い合わせはできません。
▶申し込み・問い合わせ
　会場受付専用ダイヤル (自動ガイダンス)
　※24時間受付。 ☎0120（835）130
　会場電話予約窓口(オペレーター対応)
　※午前9時～午後6時。 ☎0570（077）866

来場予約は
こちら

〈コンビニで証明書が取得できます〉
　利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードがあ
れば、市役所よりも手軽にコンビニで各種証明書が取得できます。
▶ 取得可能な証明書　住民票（謄本・抄本）、印鑑登録証明書、所
得証明書、所得課税証明書

▶手数料　200円
▶ 取り扱い店舗
　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ

▼利用時間　午前6時30分～午後11時

市ホームページ

市ホームページ

要件の確認・
給付金申請は
こちら

▶主な要件
①�新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が
前年同月に比べ50パーセント以上減少している事業者
②�2019年以前から売上(事業による事業収入)を得ていて、
今後も事業を継続する意思がある事業者
③法人の場合、次のいずれかに当てはまる事業者
　・資本金の額または出資の総額が10億円未満
　・�常時使用する従業員の数が2千人以下
※商工業に限らず、幅広い業種が対象です。
※支給は1回限りです。
※�詳しくは、国のホームページで確認してください。

　会場番号「0910」を伝えて予約しましょう！　

�新型コロナウイルス感染症の影響により、予定している事業内容が変更となる場合
があります。最新の情報は、各施設や団体などに確認してください。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名
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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

交
通
・
消
防

お知らせ掲示板
　
く
ら
し

今月のテーマ
慌てないで！
トイレ修理で
思わぬ高額請求

〇
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

 （
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎（
63
）７
９
０
０

開
設
時
間

 

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

【
事
例
】

○�

ト
イ
レ
が
詰
ま
り
、
電
話
帳
で
見
つ

け
た
業
者
に
来
て
も
ら
っ
た
。
急
い

で
い
た
の
で
料
金
な
ど
は
確
認
し
な

か
っ
た
。
結
局
、
新
し
い
便
器
に
交

換
す
る
こ
と
に
な
り
、
作
業
が
終

わ
っ
た
時
点
で「
20
万
円
」と
言
わ
れ

た
。
す
で
に
作
業
も
終
わ
っ
て
い
た

の
で
支
払
っ
た
が
、
高
額
だ
と
思
う
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

○�

慌
て
て
業
者
を
呼
ん
で
し
ま
い
が
ち

で
す
が
、
複
数
の
業
者
か
ら
見
積
も

り
を
取
っ
て
、
作
業
内
容
や
料
金
を

よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
事
前
に
出

張
や
見
積
も
り
に
掛
か
る
料
金
の
有

無
を
確
認
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

○�

現
場
の
状
況
次
第
で
、
さ
ら
に
修
理

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
納
得

で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
場
で
契
約

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
た
世
帯
の
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
減
免

し
ま
す
。

▼�

対
象　

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
す
る
か
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

・
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
世
帯

　
（
介
護
保
険
料
は
①
②
を
満
た
す
世
帯
）

①�

事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
種
類
ご
と
に

見
た
い
ず
れ
か
の
収
入
が
、
前
年
に
比
べ

て
10
分
の
３
以
上
減
収
す
る
見
込
み

②�

減
少
が
見
込
ま
れ
る
収
入（
所
得
）以
外
の

前
年
の
合
計
所
得
が
４
０
０
万
円
以
下

③
前
年
の
合
計
所
得
が
１
千
万
円
以
下

保
険
税（
料
）を
減
免
し
ま
す

保
険
税（
料
）の
納
税・納
入

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

〈
口
座
振
替
や
納
付
書
で
支
払
う
人
へ
〉

　
7
月
14
日
に
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
納
税
通

知
書
・
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
令
和
元
年
中
の
所
得
な
ど
を
基
に
年
間

の
額
を
決
定
し
た
も
の
で
す
。

※�

年
金
か
ら
天
引
き
で
納
付
す
る
人
の
年
間
の

納
付
額
は
9
月
15
日
に
通
知
予
定
で
す
。

〈
振
替
の
口
座
は
通
知
書
を
確
認
〉

※�

申
請
に
必
要
な
書
類
や
減
免
の
対
象
に
な

る
か
な
ど
、
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

課
税
課 

☎（
62
）７
１
２
０

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　
現
在
使
っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
と
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
7

月
31
日
ま
で
で
す
。
8
月
か
ら
使
用
す
る
保

険
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

〈
国
民
健
康
保
険
〉

　
新
し
い
保
険
証（
薄
紫
色
）が
届
い
た
ら
、

保
険
証
の
記
載
内
容
や
加
入
者
全
員
分
の
保

険
証
が
あ
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯

主
氏
名
は
、
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も
記
載
さ
れ
ま
す
。

〈
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
〉

　
保
険
証（
薄
紫
色
・
は
が
き
型
）の
記
載
内

容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
人
に
は
、

認
定
証
を
同
封
し
ま
す
。

①�

過
去
に
限
度
額
適
用
認
定
証（
う
ぐ
い
す

色
）の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和

２
年
度
の
所
得
区
分
が
基
準
を
満
た
す
人

②�
過
去
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
ピ
ン
ク
色
）の
交
付
を
受
け
た
こ

と
が
あ
り
、
令
和
２
年
度
の
所
得
区
分
が

基
準
額
未
満
の
人

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課 
☎（
62
）７
１
２
９

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
は
郵
送
で

　
医
療
機
関
で
の
支
払
い
を
、
前
年
所
得
に

応
じ
た
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
調
整
で
き

る
限
度
額
適
用
認
定
証
。
こ
の
認
定
証
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、

郵
送
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
に
限
り
、
70
歳
以
上
で
令

和
元
年
度
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い

て
、
令
和
2
年
度
も
該
当
す
る
人
に
は
、
8

月
か
ら
使
用
す
る
認
定
証
を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

※�

必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、
本
国
保
年
金

課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課 

☎（
62
）７
１
２
９

　
市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

目
指
し
、
男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
積
極
的
に
し
て
い
る
事
業
者
を
表

彰
し
て
い
ま
す
。

▼�

対
象　
市
内
事
業
者

▼�

応
募
期
限　
7
月
22
日
㈬

▼�

応
募
方
法　

市
民
協
働
推
進
課
で
配
布

し
て
い
る
応
募
用
紙
に
必
要
書
類
を
添
え

て
窓
口
に
持
参
か
郵
送

※�

表
彰
基
準
や
応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

市
民
協
働
推
進
課 

☎（
62
）７
０
１
９

男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
者
表
彰

の
対
象
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

市
役
所
の
窓
口
用
広
告
入
り
封
筒

の
製
作
業
者
を
募
集
し
ま
す

　
市
役
所
の
窓
口
に
設
置
す
る
広
告
入
り
封

筒
を
無
償
で
製
作
・
提
供
し
て
く
れ
る
業
者

を
募
集
し
ま
す
。

▼
提
供
期
間　
本
年
12
月
か
ら
１
年
間

▼
封
筒
設
置
窓
口

　

市
民
課
、
課
税
課
、
市
民
福
祉
課
、

　

総
務
税
務
課
、

総
務
福
祉
課
、
箒
根

　
出
張
所
な
ど

▼ 

利
用
方
法　
来
庁
者
が
各
種
証
明
書
の
持

ち
帰
り
用
封
筒
と
し
て
利
用

▼
申
込
期
間　
７
月
10
日
㈮
～
31
日
㈮

※�

募
集
要
項
な
ど
の
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

市
民
課 

☎（
62
）７
１
３
２

　
申
請
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
人

や
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
基
づ

き
、
全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
納
付
猶
予
の

ど
れ
に
該
当
す
る
か
、
審
査
し
ま
す
。

　
７
月
～
来
年
６
月
分
の
申
請
を
、
7
月
1

日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

※�

過
去
の
期
間
に
つ
い
て
も
、2
年
1
カ
月

前
の
分
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

※�

失
業
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、審
査
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
収
入
減
少
を
理
由
と
し
た
申
請
は
、

令
和
2
年
２
～
6
月
分
の
保
険
料
が
対
象

で
す
。
既
に
申
請
し
て
い
る
人
も
、
7
月

分
以
降
は
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

※
学
生
の
場
合
は
、
原
則
、
学
生
納
付
特
例

　
を
優
先
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

　

�

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

▼ 

申
込
方
法　
身
分
証
と
年
金
番
号
が
わ
か

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
難
し
い
と
き
に
は

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

収
入
が
減
少
し
た
人
は
、
1
年
間
、
市
税
の

徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

担
保
の
提
供
は
不
要
で
、
延
滞
金
も
か
か
り

ま
せ
ん
。

▼�

対
象　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
納
税

者
か
特
別
徴
収
義
務
者

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

2
月
以
降
の
1
カ
月
間
以
上
、
事
業
な
ど

の
収
入
が
、
前
年
同
期
に
比
べ
て
約
20

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
た

②�

市
税
を
一
度
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

▼�

対
象
市
税　

　

�

市
県
民
税
、法
人
市
民
税
、固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、た
ば
こ
税
、

入
湯
税
、
国
民
健
康
保
険
税

▼�

申
込
期
限　

　
６
月
30
日
か
納
期
限
の
遅
い
日

▼�

申
込
方
法　
窓
口
か
郵
送
、eLTA

X

に

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、
窓
口
の
混
雑
緩
和

の
た
め
、
国
税
に
関
す
る
相
談
・
質
問
を
電

話
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
電
話
は
自
動
音

声
で
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
相
談
内
容
に

応
じ
た
番
号
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　
電
話
相
談
の
結
果
、
来
署
を
お
願
い
す
る

市
税
の
徴
収
猶
予
の

特
例
制
度
が
利
用
で
き
ま
す

国
税
に
関
す
る
相
談
・
質
問
は

電
話
で
受
け
付
け
ま
す

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
税
務
署
窓
口
で
の
相

談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
事
前

予
約
さ
れ
ず
に
来
署
さ
れ
た
場
合
、
相
当
の

時
間
待
っ
て
も
ら
う
か
、
再
来
署
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
税
務
署

 

☎
０
２
８
７（
22
）３
１
１
５

よ
る
電
子
申
請

※�

申
請
書
の
ほ
か
に
、
収
入
や
預
貯
金
の
状

況
が
分
か
る
資
料
の
提
出
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

収
税
課 

☎（
62
）７
１
９
０

る
も
の
を
窓
口
に
持
参
す
る
か
、
申
請
書

を
郵
送

※�

電
話
で
の
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。
申
請
書
は
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵

送
す
る
の
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

本
人
で
は
な
い
人
が
申
請
す
る
と
き
は
、

委
任
状
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み　

国
保
年
金
課
、

市
民
福

　
祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課　
　
　
☎（
62
）７
１
２
９

　
過
去
に
口
座
登
録
を
し
た
人
は
自
動
で
引

き
落
と
さ
れ
ま
す（
年
金
天
引
き
の
人
は
除

く
）。

〈
収
入
申
告
が
必
要
で
す
〉

　
次
に
該
当
す
る
人
は
、
収
入
申
告
を
し
て

い
な
い
場
合
、
保
険
税（
料
）が
正
確
に
計
算

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
令
和
元
年
中
に
収
入
が
な
い
20
歳
以
上
の
人

②�

収
入
が
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
収
入
の
み
の
人

▼
問
い
合
わ
せ　

◯
本
課
税
課 

☎（
62
）７
１
２
０

申請書はこちら



雇
用
・
資
格

1011 令和2（2020）年6月20日号 令和2（2020）年6月20日号

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

雇
用
・
資
格

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

交
通
・
消
防

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

交
通
・
消
防

7月は社会を明るくする運動強調月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～　　▶問い合わせ　 西生涯学習課　☎(37)5925

　

指
定
管
理
者
と
は
、
市
が
設
置
し
た「
公

の
施
設
」を
市
に
代
わ
り
管
理
す
る
団
体
で

す
。
公
共
的
な
団
体
に
限
ら
ず
広
く
民
間
事

業
者
な
ど
も
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
募
集
期
間　
６
月
22
日
㈪
～
７
月
22
日
㈬

▼
募
集
施
設　

▼�

そ
の
他　
施
設
の
概
要
や
募
集
内
容
の
詳

細
は
、
６
月
22
日
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
の
で
、確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

○
本
企
画
政
策
課　
　
　
☎（
62
）７
３
１
５

来
年
４
月
か
ら
の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

施設名 施設担当課 電話番号
(0287)

１ くろいそ運動場
ほか6施設 西スポーツ振興課 37-8749

2 西那須野駅西・東口
自転車駐車場

本生活課 62-7127
3 那須塩原駅東口駐車場

ほか5施設
4 シニアセンター 本高齢福祉課 62-7137

5 塩原温泉
天皇の間記念公園 塩産業観光建設課 32-2914

6 塩原もの語り館
※申し込みは各施設担当課で受け付けます。

農
作
物
を
守
る
た
め
に
設
置
す
る

防
除
柵
の
費
用
を
助
成
し
ま
す

　

野
生
鳥
獣
か
ら
農
作
物
な
ど
を
守
る
た

め
、
防
除
柵
の
設
置
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象　

　
農
業
を
営
む
市
民
な
ど
が
構
成
す
る
団
体

▼
補
助
額

〈
工
事
を
委
託
し
、
設
置
す
る
場
合
〉

　

防
除
柵
の
設
置
工
事
に
か
か
る
費
用
の

１
０
０
分
の
70
以
内
の
額

〈
資
材
を
購
入
し
、
自
ら
設
置
す
る
場
合
〉

　

資
材
の
購
入
な
ど
に
か
か
る
費
用
の

１
０
０
分
の
95
以
内
の
額

〇
資
材
の
上
限
単
価（
１
段・１
㍍
あ
た
り
）

・
電
気
柵　
１
２
４
円

・
金
網
柵（
イ
ノ
シ
シ
用
）�

１
４
８
０
円

・
金
網
柵（
シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
兼
用
）

�

２
１
５
０
円

▼�

申
込
方
法　
申
請
窓
口
で
配
布
し
て
い
る

申
請
書
と
必
要
書
類
を
持
参

▼�

必
要
書
類　
位
置
図
・
施
工
位
置
図
・
見

積
書
・
仕
様
書
・
カ
タ
ロ
グ
な
ど

▼�

申
し
込
み　

農
林
整
備
課
、

産
業
観

光
建
設
課
、
塩
産
業
観
光
建
設
課

※�

申
し
込
み
に
は
各
種
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

農
林
整
備
課 

☎（
62
）７
１
４
８

ク
マ
の
出
没
に
注
意
！

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
毎
年
ク
マ
の
目
撃

情
報
や
農
作
物
へ
の
被
害
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。
時
に
人
が
襲
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

〈
ク
マ
と
出
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る
〉

・�

家
の
周
り
に
、
残
飯
や
生
ご
み
な
ど
を
放

置
し
な
い

・
ク
マ
が
い
そ
う
な
場
所
に
行
か
な
い

・�

早
朝
や
夕
方
は
特
に
注
意
し
、
一
人
で
の

行
動
は
避
け
、
鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
を
身
に

着
け
て
音
を
出
し
な
が
ら
歩
く

〈
も
し
出
会
っ
て
も
刺
激
し
な
い
〉

・�
ク
マ
に
背
中
を
向
け
ず
、
静
か
に
ゆ
っ
く

り
と
ク
マ
か
ら
離
れ
る

・
子
グ
マ
に
は
絶
対
に
近
付
か
な
い

※�

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

情
報
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
農
林
整
備
課 

☎（
62
）７
１
４
８

▼�

対
象　
新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
し
た
市　

民
で
、
市
が
実
施
す
る
有
害
鳥
獣
駆
除
活

動
に
協
力
で
き
る
人

※
免
許
を
更
新
し
た
人
は
除
く
。

▼�

免
許
の
種
類　
網
猟
免
許
、わ
な
猟
免
許
、

新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る

費
用
を
助
成
し
ま
す

第
一
種
銃
猟
免
許
、
第
二
種
銃
猟
免
許

▼�

対
象
経
費　
事
前
講
習
会
の
受
講
料
、
受

験
料
、
医
師
の
診
断
書
作
成
料
な
ど

▼
補
助
額　
対
象
経
費
の
全
額

※
１
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
。

▼ 

申
込
方
法
　
申
請
窓
口
で
配
布
し
て
い
る

申
請
書
と
必
要
書
類
を
持
参

▼ 

必
要
書
類
　
誓
約
書
、
取
得
し
た
狩
猟
免

状
の
写
し
、
領
収
書
の
写
し

▼
申
し
込
み

　

 

本
農
林
整
備
課
、
西
産
業
観
光
建
設
課
、

塩
産
業
観
光
建
設
課

▼
問
い
合
わ
せ

○
市
野
生
鳥
獣
被
害
対
策
協
議
会
事
務
局

　
（
本
農
林
整
備
課
内
） 

☎（
62
）７
１
４
８

市
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

募集地区・団地 構造 戸数 間取り 家賃

黒磯

稲村

中層耐火
4階建て １ 2DK 13,600～26,800円

中層耐火
3階建て 2

3DK

19,700～40,800円

若松 中層耐火
4階建て 2 16,900～34,200円

磯原 中層耐火
5階建て 1 17,400～34,100円

錦 中層耐火
4階建て 1 2LDK 17,400～34,300円

※家賃は、収入などに応じて記載の範囲内で決定します。
※満60歳以上の単身世帯は、稲村団地（2DK）と若松団地に限り、申し込みできます。

▼�
申
込
方
法　

申
込
書
に
必
要
書
類
を
添

え
、
や
し
お
プ
ラ
ザ
へ
提
出（
市
役
所
で

は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
）

※�

応
募
者
が
募
集
戸
数
を
超
え
た
場
合
は
抽

選（
募
集
戸
数
に
満
た
な
い
場
合
は
、締
め

切
り
後
も
随
時
受
付
）。

▼�

申
込
期
間　
７
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

※
10
日
㈮
は
午
後
5
時
ま
で
。

▼�

抽
選
日　
７
月
14
日
㈫　
午
前
10
時

▼�

抽
選
会
場　
や
し
お
プ
ラ
ザ

※
応
募
者
は
全
員
集
合
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

そ
の
他　
入
居
に
は
各
種
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

※�

こ
の
ほ
か
、
随
時
募
集
し
て
い
る
住
宅
が

あ
り
ま
す
。詳
細
は
、や
し
お
プ
ラ
ザ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、
直
接
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
市
営
住
宅
管
理
事
務
所 

や
し
お
プ
ラ
ザ

　
（
末
広
町
53-

71
） 

☎（
74
）２
８
０
０

　
住
ま
い
・
環
境

火災のテレフォンサービス　☎0287(22)0119

○4月の火災と救急
火　災 救　急

建物 � �����5件 交通事故 ���� 19件

林野 � �����0件 急病 ���201件

その他 � �����1件 その他 ���� 75件

本年の累計 �����23件 本年の累計 1,462件

発生件数 死亡者 負傷者

4月中 14件（�－� 7�） 0人（�　0�） 14人（�－17�）

うち高齢者 3件（�－� 8�） 0人（�　0�） 2人（�－� 1�）

本年累計 55件（�－31�） 1人（�－4�） 69人（�－46�）

うち高齢者 20件（�－14�） 0人（�－2�） 11人（�－� 9�）

（　）は前年同月との比較です。

○4月の交通事故発生状況（人身事故）

▶問い合わせ　本生活課 　☎（62）7127

「
緑
の
募
金
」に
よ
る

市
内
の
緑
化
活
動
を
助
成
し
ま
す

労
働
保
険
の
更
新
を
忘
れ
ず
に

　
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た「
緑
の
募
金
」を

活
用
し
、
市
内
で
緑
化
活
動
を
行
う
団
体
に

対
し
て
、
一
部
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○  

市
緑
化
推
進
委
員
会
事
務
局

　
（
本
農
林
整
備
課
内
） 

☎（
62
）７
１
４
８

　

令
和
2
年
度
労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）の
年
度
更
新
期
限
は
8
月
31
日
㈪

で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○  

大
田
原
労
働
基
準
監
督
署

　

 

☎
０
２
８
７（
22
）２
２
７
９

　
7
月
10
日
か
ら
、
法
務
局
で
自
筆
証
書
遺

言
書
を
預
か
る
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の

制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
予
約
の
上
、
遺
言

者
本
人
が
法
務
局
で
申
し
込
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
宇
都
宮
地
方
法
務
局

 
☎
０
２
８（
6
２
３
）０
９
２
３

自
筆
証
書
遺
言
書
の

保
管
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　
健
康

個
別
検
診
を
再
開
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

発
令
さ
れ
て
い
た
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
指
定
さ
れ
た
医
療
機
関

で
受
け
る
個
別
検
診
を
再
開
し
ま
す
。
受
診

を
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に
各
医
療
機
関
に

連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
が
ん
検
診
を
受
け
る
に
は
受
診
券
が
必
要

な
の
で
、
希
望
す
る
人
は
健
康
増
進
課
に
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
集
団
検
診
は
９
月
ま
で
中
止
し
て

い
ま
す
。
再
開
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
健
康
増
進
課 

☎（
63
）１
１
０
０

合�計 115,799人 （-� 63）

男 57,783人 （-� 21）

女 58,016人 （-� 42）

世�帯 48,305世帯 （-� � 2）

出�生 62人 転��入 201人

死�亡 93人 転��出 233人

○6月の人口

▶問い合わせ 本市民課　☎（62）7132

6月1日現在   （ ）は前月比



雇
用
・
資
格

1213 令和2（2020）年6月20日号 令和2（2020）年6月20日号

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

雇
用
・
資
格

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

交
通
・
消
防

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

交
通
・
消
防

市
社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
を

募
集
し
ま
す

刑
務
官
を
募
集
し
ま
す

▼
募
集
区
分　
一
般
事
務

　
刑
務
所
・
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
に
勤
務

7月は青少年の非行・被害防止全国強調月間です
～みんなで守る。きみの未来～　　▶問い合わせ　 西生涯学習課　☎(37)5925

食品の放射性物質簡易検査結果
 （4月16日～5月15日）

検査結果 件数 検体の内訳（件数）
不検出 4 タケノコ(4)
50Bq未満 8 タケノコ（5）、サンショウ（1）、シイタケ（1）、ミズナ（1）
50～100Bq 4 タケノコ(3)、タラノメ（1）
100Bq超 1 シイタケ（原木）（1）
合計 17

※�厚生労働省が定めた一般食品の放射性セシウムの基準値は100Bq/㎏。
※検査結果は、1㎏あたりのセシウム134とセシウム137の合算値。
※直近の検査結果の詳細は、市ホームページを見てください。
▶ 申し込み・問い合わせ　　 生活課　☎（62）7126

福
田
こ
う
へ
い
コ
ン
サ
ー
ト

チ
ケ
ッ
ト
を
払
い
戻
し
ま
す

ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

　
文
化
・
教
養

▼
イ
ベ
ン
ト
名
・
と
き
・
と
こ
ろ

①�

ク
リ
ス
マ
ス
・
コ
ン
サ
ー
ト
／
12
月
18
日

㈮
／
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
小

ホ
ー
ル

②�

写
真
展
／
来
年
1
月
22
日
㈮
～
25
日
㈪
／

那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
第
1
・

2
ギ
ャ
ラ
リ
ー

③�

舞
踊
の
つ
ど
い（
日
本
舞
踊
）／
来
年
2
月

23
日
㈷
㈫
／
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー

ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

▼ 

参
加
要
件　
本
市
、
大
田
原
市
内
で
活
動

す
る
文
化
活
動
団
体
や
サ
ー
ク
ル

※
各
種
教
室
が
行
う
発
表
会
な
ど
は
不
可
。

▼
参
加
費　
１
団
体
３
千
円

�

▼�

申
込
期
間　
7
月
15
日
㈬
～
31
日
㈮

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

 

☎
０
２
８
７（
24
）０
８
８
０

　
5
月
31
日
に
予
定
し
て
い
た
福
田
こ
う
へ

い
コ
ン
サ
ー
ト
の
中
止
に
伴
い
、
文
化
会
館

お
よ
び
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
チ
ケ
ッ
ト
を

購
入
し
た
人
に
対
し
て
払
い
戻
し
を
行
い
ま

Twitterはこちら

カ
ッ
コ
ウ
の
声
を
聴
き
ま
し
た
か

～
な
は
く
リ
サ
ー
チ
２
０
２
０
～

Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

「
な
は
く
の
収
蔵
庫
」始
め
ま
し
た

　
「
な
は
く
リ
サ
ー
チ
」は
、
市
内
に
お
け
る

自
然
環
境
調
査
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働

し
て
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
今
年
度
も

「
カ
ッ
コ
ウ
の
分
布
」を
リ
サ
ー
チ
し
ま
す
。

カ
ッ
コ
ウ
の
声
が
聞
こ
え
た
ら
、
観
察
日
や

場
所
を
那
須
野
が
原
博
物
館
に
ぜ
ひ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
！

▼
調
査
期
間
　
7
月
31
日
㈮
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ

○
那
須
野
が
原
博
物
館 

☎（
36
）０
９
４
9

広　告

す
。
な
お
、
予
定
し
て
い
た
来
年
3
月
31
日

の
振
替
公
演
も
中
止
と
な
り
ま
す
。

▼
申
込
期
限
　
6
月
30
日
㈫

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
購
入
チ
ケ
ッ
ト

②�

チ
ケ
ッ
ト
払
い
戻
し
申
込
書
ま
た
は
払
い

戻
し
に
必
要
な
項
目（
申
込
者
氏
名
、
電

話
番
号
、
振
込
先
）を
記
載
し
た
書
類

▼ 

払
戻
方
法　
①
お
よ
び
②
を
直
接
窓
口
へ

持
参
す
る
か
、
簡
易
書
留（
送
料
自
己
負

担
）で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

※
現
金
で
の
払
い
戻
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
窓
口
受
付
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

▼
郵
送
先

　
〠
３
２
5
︲
０
０
２
６

　
那
須
塩
原
市
上
厚
崎
４
９
０

　

�

黒
磯
文
化
会
館
チ
ケ
ッ
ト
払
い
戻
し
係

▼
問
い
合
わ
せ

○
黒
磯
文
化
会
館 

☎（
63
）３
２
１
９

刑
務
官
採
用
試
験

検
索

　
雇
用
・
資
格

消
防
設
備
士
試
験

▼ 

試
験
の
種
類　

甲
種（
特
類
、第
1
～
5

類
）、
乙
種（
第
1
～
7
類
）

▼
試
験
日　
9
月
13
日
㈰

▼
試
験
会
場　
県
立
宇
都
宮
工
業
高
等
学
校��

　
（
宇
都
宮
市
雀
宮
町
52
）

▼
手
数
料　
甲
種　
５
７
０
０
円

　
　
　
　
乙
種　
３
８
０
０
円

▼ 

申
込
方
法　

　

�

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部
に

願
書
を
郵
送
か
持
参
、
電
子
申
請

※�

詳
細
は
、
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
書
面
申
込
期
間　
7
月
６
日
㈪
～
17
日
㈮

▼ 

願
書
配
布
場
所　
那
須
地
区
消
防
本
部
、

黒
磯
消
防
署
、
西
那
須
野
消
防
署
な
ど

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部

 

☎
０
２
８（
６
２
４
）１
０
２
２

　

 

〠
３
２
０
︲
０
０
３
２  

宇
都
宮
市
昭
和 

1
︲
2
︲
16　
栃
木
県
自
治
会
館
1
階

　
交
通
・
消
防

し
、
被
収
容
者
の
日
常
生
活
の
指
導
や
職
業

訓
練
指
導
、
悩
み
ご
と
に
対
す
る
指
導
、
刑

務
所
な
ど
の
保
安
警
備
を
行
う
刑
務
官
を
募

集
し
ま
す
。

▼
対
象　

〇�

刑
務
Ａ
・
Ｂ
、
刑
務
Ａ
・
Ｂ（
武
道
）

　

�

平
成
３
年
４
月
2
日
～
平
成
15
年
4
月
１

日
生
ま
れ
の
人

〇�

刑
務
Ａ
・
Ｂ（
社
会
人
）

　

�

昭
和
55
年
４
月
2
日
～
平
成
３
年
4
月
１

日
生
ま
れ
の
人

※
Ａ
は
男
子
、
Ｂ
は
女
子
に
限
る
。

▼
試
験
日　
９
月
20
日
㈰

※�
第
2
次
試
験
の
日
程
は
、
第
1
次
試
験
合

格
通
知
書
で
指
定
し
ま
す
。

▼ 

申
込
方
法　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
申
し
込
み（
推
奨
）

▼
申
込
期
間　
7
月
21
日
㈫
～
30
日
㈭

▼
勤
務
開
始
日　
来
年
４
月
1
日
㈭

▼ 

そ
の
他　
試
験
の
日
程
な
ど
が
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ

○ 

黒
羽
刑
務
所

 

☎
０
２
８
７（
54
）１
１
９
１

　

那
須
野
が
原
博
物
館
公
式
Ｔｗ
ｉ
ｔ
ｔｅｒ

で
、
と
っ
て
お
き
の
収
蔵
品
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
を
は
じ
め
ま
し
た
。
塩
原
に
住
む

カ
ッ
パ「
か
わ
た
ろ
う
」が
、
昆
虫
・
化
石
・

剥は
く
せ
い製

・
土
器
・
民
具
・
美
術
品
な
ど
を
随
時

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
雑
学

や
地
元
の
ト
リ
ビ
ア
と
し

て
、
お
う
ち
で
楽
し
ん
で

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
那
須
野
が
原
博
物
館 

☎（
36
）０
９
４
9

5月18日～6月1日測定分

※単位は全てマイクロシーベルト／時。

場所 放射線量

那須塩原市役所 0.074～0.077

ハロープラザ
（箒根出張所） 0.056～0.061

▶問い合わせ　本環境課　☎（62）7141

○空間放射線量
 モニタリングポスト測定結果

～納税は便利な口座振替で～

7 月 の 納 税
7月31日㈮が納期限です
●固定資産税� 第2期
●国民健康保険税� 第1期
●後期高齢者医療保険料� 第1期
●介護保険料� 第1期

▼
採
用
人
数　
１
人

▼
勤
務
開
始
日　
10
月
1
日
㈭

▼
対
象　
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

①�

平
成
2
年
４
月
2
日
～
平
成
13
年
4
月
１

日
生
ま
れ

②�

高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す

る
③
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
所
持
し
て
い
る

▼
試
験
日　
７
月
26
日
㈰

▼
試
験
場
所　
健
康
長
寿
セ
ン
タ
ー

▼ 

申
込
方
法　

　

�

市
社
会
福
祉
協
議
会
で
配
布
し
て
い
る
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
郵
送

▼
申
込
期
限　
7
月
14
日
㈫（
必
着
）

▼ 

そ
の
他　
試
験
の
日
程
な
ど
が
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○ 

市
社
会
福
祉
協
議
会　
☎（
37
）５
１
２
２

　
〠
３
２
９
︲
２
７
０
５

　

 

那
須
塩
原
市
南
郷
屋
５
︲
１
６
３
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雇
用
・
資
格

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

雇
用
・
資
格

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

く
ら
し

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

交
通
・
消
防

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

交
通
・
消
防

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考
健康相談
食生活相談

(食生活相談のみ
予約制)

3日㈮
午前9時～10時30分

黒磯保健センター ●保健師や栄養士による健診の結果相談や、　
　その他心身の健康相談
黒磯保健センター　　����　　　☎�(63)1100
西那須野保健センター����　　　☎�(38)135628日㈫ 西那須野保健センター

こころの相談
(予約制)

14日㈫
午後1時～5時

黒磯保健センター ●日本カウンセリング学会認定カウンセラーによる相談
社会福祉課　　　������　　　☎�(62)702628日㈫ 西那須野保健センター

薬物問題をお持ちの方の
家族の集い (予約制) 9日㈭

午後1時30分～3時30分 県北健康福祉センター
（大田原市住吉町）

●家族の薬物問題で悩む人が対象
県北健康福祉センター　　☎0287(22)2364

こころの病を理解するた
めの家族教室 (予約制) 30日㈭ ●こころの病を持つ人の家族が対象

県北健康福祉センター　　☎0287(22)2259
精神保健福祉クリニック
(予約制） 30日㈭ ●精神科医師によるこころの相談

県北健康福祉センター�　　☎0287(22)2259

心や体の健康相談

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考
とちぎ生涯現役シニア応援
センター相談 (予約制) 2日㈭ 午後1時～3時 矢板公民館

（矢板市本町）
●シニア世代の社会参加活動に関する相談
大田原労政事務所�　�����　☎0287(22)4158

生きがいを見つけたいシニア世代に

7月の 相談は全て無料です。相 談

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考

行政相談

8日㈬ 午前10時～午後2時 いきいきふれあいセンター
2階　相談室

●国、県、市など行政の仕事に対する意見や要望
シティプロモーション課　　☎�(62)710916日㈭ 午前10時～午後3時 健康長寿センター

2階　娯楽室

28日㈫ 午後1時～3時 ハロープラザ

心配ごと相談 7月は休み。

●日常生活のあらゆる相談
社会福祉協議会黒磯支所　　�　☎�(63)3868
社会福祉協議会本所　　　　�　☎�(37)5122
社会福祉協議会塩原支所　　�　☎�(32)5216

消費生活相談
(巡回相談は
予約制)

巡
回

10日㈮
31日㈮

午前10時～午後3時
相談室

●商品の購入、サービスの利用、契約に関する
　トラブル、多重債務など、消費生活全般に関
　する相談
※巡回相談は前日までに要予約。
消費生活センター��　　�　���　�☎�(63)7900

16日㈭ ハロープラザ

不動産相談
(予約制) 22日㈬ 午後1時30分～

3時30分
県不動産会館県北支部
（黒磯文化会館前 )

※相談日当日までに要予約。
県宅建協会県北支部　　���　�　☎�(62)6677

外国人生活相談 毎週金曜
（祝日は休み） 午前9時～午後4時 日直室 ●英語・ポルトガル語・スペイン語に対応

秘書課��　　　　�������　����　☎�(62)7324

暮らしの悩みあれこれ 法律相談
相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考

弁護士による
法律相談 (予約制)
※内容が同じ相談��������
は2回まで可。

8月1日㈯

午後1時30分～
4時30分

健康長寿センター ※7月1日㈬から受付開始。�定員18人
社会福祉協議会本所　�　　　　☎�(37)5122

8月11日㈫ いきいきふれあいセンター
2階　相談室

※7月1日㈬から受付開始。�定員18人
社会福祉協議会黒磯支所　　　☎�(63)3868

8月28日㈮ 塩原公民館 ※8月3日㈪から受付開始。�定員9人
社会福祉協議会塩原支所　　　☎�(32)5216

広域無料法律相談
(予約制) 7月9日㈭ 午後1時30分～

4時20分
トコトコ大田原�市民交流センター
（大田原市中央１丁目）

※7月2日㈭から受付開始。�
大田原市総務課　　　　　☎0287(23)1111

※弁護士による法律相談は8月の日程です。

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考

青少年相談 月～金曜
（水・祝日は休み） 午前10時～正午

青少年センター
( 生涯学習課内）

●小・中学生や青少年の健全育成に関する相談
青少年センター�　　　　������　☎�(37)5925

教育相談 月～金曜
（祝日は休み）

午前8時30分～
午後5時 学校教育課 ●いじめ、不登校など学校生活に関する相談

学校教育課　　　　���������　�☎�(37)5349
午前9時～午後4時 児童生徒サポートセンター 児童生徒サポートセンター　　☎�(63)8526

子育て相談
家庭児童相談

月～金曜
（祝日は休み）

午前8時30分～
午後5時

子ども・子育て
総合センター

●0～18歳の子どもの悩みに関する相談
子ども・子育て総合センター��☎�(46)5537

育児相談
（予約制）

9日㈭ 午前9時30分～11時
午後1時30分～3時

黒磯保健センター ●保健師や栄養士などによる育児に関する相談
黒磯保健センター　　����　　　☎�(63)1100
西那須野保健センター����　　　☎�(38)135620日㈪ 西那須野保健センター

子どものことで悩んだときは

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考

人権相談

2日㈭
午前10時～午後3時

いきいきふれあいセンター
2階　相談室 ●人権相談、人権保護などの相談

社会福祉課　　　　　�　　　☎�(62)7135
市民福祉課　　　　　�　　　☎�(37)6231

塩総務福祉課　　　　　�　　　☎�(32)2912
16日㈭ 健康長寿センター

2階　娯楽室

28日㈫ 午後1時～3時 ハロープラザ

更生保護全般に
関する相談

月・水・金曜
（祝日は休み） 午前9時～午後4時

いきいきふれあいセンター
1階　更生保護サポートセンター

●更生保護などの相談
更生保護サポートセンター　　☎�(73)8450

人権・福祉に関する相談

�新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、相談会場ではマスクを
着用し、他の人との間隔をあけるよう、協力をお願いします。

仕事に関する相談相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備　考

マザーズコーナー
出張職業相談

9日㈭ 午前9時～正午 いきいきふれあいセンター
2階　子育て相談センター ●子育て中の人の出張就職相談

ハローワーク大田原�����　�☎0287(22)2268
28日㈫ 午後1時～3時 つどいの広場「ま～る」

（南郷屋）

とちぎジョブモール巡回
相談�（予約制） 2日㈭ 午前10時30分～

午後4時
矢板公民館
（矢板市本町）　　　

●キャリアカウンセリング、巡回セミナーなどを実施
大田原労政事務所�　���　��☎0287(22)4158

働く人のメンタルヘルス
相談�（予約制） 7月は休み。 ※相談日の5日前までに要予約。

大田原労政事務所�　���　��☎0287(22)4158

労働相談 月～金曜
（祝日は休み）

午前8時30分～
午後5時

県那須庁舎
（大田原市中央）

●労働問題全般に関する相談
大田原労政事務所�　�����　☎0287(22)4158

労働社会保険・労務管
理に関する相談
(予約制)

1日㈬
15日㈬

午後1時30分～
4時30分

県社会保険労務士会館
（宇都宮市鶴田町）

●事業主や勤務者が対象
※相談日の2日前までに要予約。
県社会保険労務士会�����　�☎028(647)2028

職業に関する相談 月～金曜
（祝日は休み） 午前10時～午後6時 とちぎ県北若者サポート

ステーション（一区町）
●若者と保護者の就職相談
とちぎ県北若者サポートステーション☎0287(47)5200

那須塩原市商工会
出張相談会 毎週火曜 午前10時～午後5時 那須塩原市商工会本所

（末広町）
●中小企業診断士による経営上の悩み相談
栃木県よろず支援拠点　　☎028(670)2618

仕事に関する相談
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7月の休日当番医　　診察時間…午前9時～午後5時 夜間診療　診療日時…毎日午後7時～9時30分

那須地区夜間急患診療所　　☎0287（47）5663
○診察科目…内科、小児科
○ところ…大田原市中田原1081―4（那須赤十字病院本館1階）
※那須地区夜間急患診療所は那須赤十字病院に併設された、
　那須赤十字病院とは別の医療機関です。

5日
㈰

見川医院（那須町湯本） ☎0287(76)2204

原内科小児科医院（西原町） ☎0287(36)0732

12日
㈰

滝田メディカルクリニック（本町）☎0287(62)0392

西那須野内科循環器科クリニック（永田町）☎0287(36)1100

19日
㈰

米倉クリニック（本町) ☎0287(64)3335

みどりクリニック（一区町） ☎0287(37)8231

23日
㈷㈭

なすのクリニック（共墾社） ☎0287(60)5211

みずぬまクリニック（東三島） ☎0287(39)1581

24日
㈷㈮

ふじおか内科小児科（豊浦） ☎0287(64)3366

さいとうクリニック（西幸町） ☎0287(39)1805

26日
㈰

大島内科小児科医院（錦町） ☎0287(62)0106

はらクリニック（東三島） ☎0287(39)5232
休日当番医は変更となる場合があります。最新の情報は、市
ホームページや当日の新聞で確認してください。

とちぎ子ども救急電話相談
急病やけがで心配な時、相談してください。家庭での対処法など、
経験豊富な看護師がアドバイスします。
▶子ども向け（15歳未満）
○相談時間…毎日午後6時～午前8時（日曜・祝日は24時間対応）
○電話番号…局番なし�☎#8000　または　☎028（600）0099
※緊急時や重症の場合は、迷わず119番を利用してください。

新型コロナウ
イルス感染症
対策をしよう


